
1.施設基準届出事項（令和７年６月１日現在）

　　外来データ提出加算

　　外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

　　外来感染対策向上加算

　　がん性疼痛緩和指導管理料

　　別添1の「第9」の1の（3）に規定する在宅療養支援診療所

　　別添1の「第9」の2の（4）に規定する在宅療養実績加算1

　　在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

　　在宅がん医療総合診療料

　　○保険医療機関（医科・介護報酬）

　　○労災保険指定病院

　　○公費負担指定の医療及び給付内容

　・生活保護法による医療扶助

　・難病法による指定難病及び特定疾患治療研究費に該当する疾病

　・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療

・居宅療養管理指導（医師による訪問診療）

　ク リ ニ ッ ク あ い　（在宅療養支援診療所）

　▶当院における保険等の取扱い内容は次のとおりです

　▶当院では以下の介護保険サービスを行っております

医療法人　　　愛全会

詳細につきましては、職員にご相談下さい


